
保
険
医
療

税

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
交
換
手
続
に
つ
い
て

現
在
使
用
中
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
は
、
平
成
１７
年
３
月

３１
日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

交
換
は
原
則
と
し
て
郵
送
と
な
り

ま
す
が
、
国
民
健
康
保
険
税
に
納

め
忘
れ
が
あ
る
方
は
、
役
場
町
民

課
保
険
医
療
係
の
窓
口
で
の
交
換

に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
滞
納
の
金
額
に
よ
っ

て
は
、
有
効
期
限
の
短
い
保
険
証

（
短
期
被
保
険
者
証
）
や
、
医
療

機
関
で
い
っ
た
ん
１０
割
の
自
己
負

担
を
し
て
い
た
だ
く
保
険
証
（
資

格
証
明
書
）
を
交
付
す
る
な
ど
、

厳
し
い
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に

な
ら
な
い
た
め
に
、
ま
た
、
国
民

健
康
保
険
制
度
の
安
定
的
な
運
営

の
た
め
に
も
、
国
民
健
康
保
険
税

の
納
付
状
況
に
つ
い
て
、
再
度
確

認
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
保
険
証
は
３
月
下
旬
に

「
配
達
記
録
郵
便
」
で
郵
送
す
る

予
定
で
す
。

※
修
学
の
た
め
別
個
の
保
険
証
が

必
要
な
時
は
、
申
請
に
１７
年
度

発
行
の
在
学
証
明
書
が
必
要
で

す
。
ま
た
、
住
民
票
が
松
前
町

に
あ
る
場
合
は
、
発
行
で
き
ま

せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

保
険
証
配
達
時
に
お
け
る

不
在
の
場
合
の

取
扱
い
に
つ
い
て

保
険
証
は
、「
配
達
記
録
郵
便
」

で
郵
送
し
ま
す
の
で
、
配
達
時
に

不
在
の
場
合
、「
郵
便
物
お
預
か
り

の
お
知
ら
せ
」
と
い
う
文
書
が
配

達
さ
れ
ま
す
。

こ
の
場
合
は
、
松
前
郵
便
局
に

連
絡
の
う
え
、
ご
希
望
の
受
取
方

法
（
再
配
達
・
郵
便
局
窓
口
受
取

な
ど
）
を
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、「
郵
便
物
お
預
か
り
の
お

知
ら
せ
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保

管
期
限
以
降
は
、
役
場
町
民
課
保

険
医
療
係
で
の
受
渡
し
と
な
り
ま

す
。
特
に
再
配
達
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〈
注
意
事
項
〉

保
険
証
送
付
用
の
封
筒
に
は
開

封
口
を
設
け
て
い
ま
す
。
開
封
の

際
に
は
お
確
か
め
の
う
え
、
保
険

証
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
町
民
課
保
険
医
療
係

�
９
８
５
―
４
１
０
７

固
定
資
産
課
税
台
帳

閲
覧
の
お
知
ら
せ

平
成
１７
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、

平
成
１７
年
１
月
１
日
現
在
で
固
定

資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
課
税
台
帳
に
は
、

土
地
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
の
評

価
額
、
課
税
標
準
額
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
、

土
地
の
異
動
の
あ
っ
た
方
、
町
内

に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
新

た
に
所
有
さ
れ
た
方
は
お
確
か
め

く
だ
さ
い
。

閲
覧
期
間

４
月
１
日（
金
）か
ら
閲
覧
で
き

ま
す
。

執
務
時
間
中

閲
覧
場
所

役
場
税
務
課
１１
番
窓
口

持
参
品

印
鑑

※
代
理
の
方
は
、
所
有
者
の
委
任

状
が
必
要
で
す
。

※
平
成
１７
年
度
の
納
税
通
知
書
は
、

４
月
中
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
資
産
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
１

平
成
１６
年
分
の
申
告
と
納
税

は
お
済
み
に
な
り
ま
し
た
か
？

３
月
の
所
得
申
告
の
相
談
日

程
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。
期

間
内
に
正
し
い
申
告
を
済
ま
せ

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
税
の
申
告
を
し

た
方
は
、
町
県
民
税
の
申
告
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
申
告
に
持
参
す
る
も
の

印
鑑
・
各
種
所
得
控
除
証
明

書
（
生
命
保
険
な
ど
の
控
除

証
明
書
・
医
療
費
な
ど
の
領

収
書
）、
源
泉
徴
収
票
、
公
的

年
金
等
支
払
報
告
書（
給
与
・

年
金
収
入
の
あ
っ
た
方
）、
税

務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
申
告

書
類
な
ど
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
町
民
税
係

�
９
８
５
―
４
１
１
０

平成１６年分 所得申告相談日程表 �
�
�
�
�
�
�

確
定
申
告

Information

３
月
１５
日（
火
）ま
で

一般申告

９時～１１時３０分
１３時～１６時

３月１５日（火）ま

で役場２階大会

議室で受付をして

います。

※ただし土・日

曜日を除く

出張申告

申告会場

各 地 区 の

公民館又は

集 会 所

１３時～１６時

北川原

徳 丸

中川原

神 崎

出 作

北黒田

筒 井

一般申告

一般申告

９時～
１１時３０分

塩屋

永田・大溝

横田・東古泉

鶴 吉

新立・本村

宗意原

南黒田

曜

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

月

３

月
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